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東北地方太平洋沖地震により被災した直轄工事・業務における

出来高等の確認及び支払いの取り扱いについて

東北地方太平洋沖地震により被災した施工中の直轄工事・業務（営繕工事、

港湾工事及び空港工事を除く）については、出来高に対する支払い、不可抗力

による損害の確認・支払い、及び災害復旧事業等に関する手続が必要である。

これらの対応を行うには、被災前の出来高等の確認が必要であるため、出来

高等の確認及び支払いについては以下のように取り扱うこととする。

なお、本取り扱いは東北地方太平洋沖地震による被災という特殊なものであ

ることから、出来高等の確認や支払いにおいて疑義などが生じた場合、本省と

必要に応じ相談等を行い円滑な執行に努められたい。

記

１．被災前の出来高の確認

東北地方太平洋沖地震による被災前の工事の出来高の確認については、受

注者から提出される被災前の工事出来形内訳書と実施工程表付き工事履行報

告書により確認できることとする。

また、被災前の業務の出来高の確認については、業務計画書・履行状況等
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の資料により確認できることとする。

２．不可抗力による損害の確認

工事請負契約書の第２９条に基づき対応するものとし、損害の状況の確認

については、施工計画書・実施工程表・損害の状況写真により確認できるこ

ととする。

業務においても、土木設計業務等委託契約書の第２９条に基づき対応する

ものとし、損害の状況の確認については、業務計画書・履行状況等の資料に

より確認できることとする。

３．被災した工事等に係わる本年度の支払いについて

東北地方太平洋沖地震により被災した工事、被災は受けなかったが地震に

より受注者が影響を受けたため年度内に完成する見込みがなくなった工事に

係る本年度の支払い方法は、以下を基本とし、１）については発注者と受

注者とが協議により決定することとする。

１）年度内に完成する見込みがなくなった工事

① 本年度の出来高分については本年度において支払い、残りを繰り越す

場合

・東北地方太平洋沖地震により、年度内に完成する見込みがなくなった

工事のうち、中間前金払以外（前金払又は出来高部分払方式）の工事

ついては、発注者と受注者とが協議により、部分払の回数を変更し、

上記１及び２と品質が確認できる既存資料等に基づいて支払いを行う

とともに、残りについては翌年度の完成した時点で支払いを行うこと

とする。

・中間前金払の工事については 「中間前金払をした工事について既済、

部分払ができることの特例について （昭和４８年３月２２日付け建」

設省会発第１２７９号）による支払いを行うこととする。

・国債工事についても上記と同様に取り扱うこととする。

②発注者と受注者とが協議により全てを繰り越す場合

・翌年度の完成した時点で支払いを行うこととする。

２）年度内に完成する工事

東北地方太平洋沖地震により被災したが年度内に完成する工事について

は、工事請負契約書第３２条による支払いを行うこととする。


